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4 月 1日市役所の組織機構を改編

市民課の取扱業務が変わります
　山積する課題に対し、市の施策を機動的に実施するため 4月 1日から
組織改編を行います。（組織改編の詳細については広報4月号に掲載します）
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　これにより伊豆長岡庁舎市民課および韮山庁舎・大仁庁舎の
支所（韮山・大仁）市民課で取り扱う業務が変更となります。

　現在、土曜・日曜・祝日における戸籍届書の提出は、伊豆
長岡庁舎（本庁）・韮山庁舎・大仁庁舎の３カ所で受け付けて
います。しかし、韮山庁舎・大仁庁舎の利用が少ないことな
どから、伊豆長岡庁舎のみで行うことになります。
ご注意ください。

土 日 祝日 の戸籍届書の提出先は

伊豆長岡庁舎のみとなります。
3月 31 日まで 4月 1日から

曜日 曜日

伊豆長岡庁舎
（本庁）

伊豆長岡庁舎

韮山庁舎

大仁庁舎

4月から変更

問 市民課　☎ 055-948-2901

3 月 30 日（日）
4月    6 日（日）8：30～12：00

◆ 開庁日時

市役所伊豆長岡庁舎・韮山庁舎・大仁庁舎
　毎年、３月下旬～４月上旬は、転勤や就職などによる
異動が多い時期です。
　平日に手続きに来ることができない人は、左記の日曜
開庁窓口をご利用ください。

◆ 取扱業務
　■転入、転出などの住民異動届
　■戸籍関係の届出
　■印鑑登録
　■住民票や税証明などの諸証明書の交付
　■パスポートの受け取り（伊豆長岡庁舎のみ）
　■税、料金の納め

※ 他の官公署への照会が必要なものは受け付け
できないことがあります。
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